
三豊市の公文書等の管理について 
 
１ 現用文書の管理について 
 

（１）令和２年度及び令和３年度の取組 
  令和２年 

    ５月～６月【文書の引継作業】  平成３０年度作成文書の引継ぎ 
 
    ６月   【文書溶解処理①】  市文書の保存年限満了文書の廃棄（溶解処理） 

保存延長又は文書館への移管 
令和３年 
３月   【文書溶解処理②】  機密文書の廃棄（溶解処理） 
 

公印の押印に関する基準表の改正（令和３年３月１６日付け総務課長通知） 
（主な改正内容） 
市の機関宛て行政処分に関する文書も公印省略可とする。 

 
    ５月～６月【文書の引継作業】  平成３１年度作成文書の引継ぎ 
 
    ６月   【文書溶解処理①】  市文書の保存年限満了文書の廃棄（溶解処理） 

保存延長又は文書館への移管 
 
    ７月    三豊市行政手続等における押印の見直し基準の策定 

（令和３年７月１２日付け総務部長通知） 
                    国の押印見直しの方針を受け、行政手続きのデジタル化の第

一段階として策定。 
                    三豊市行政手続等における押印見直しに伴う関係例規を一括 

改正（令和４年４月１日施行）。 
 

令和４年 
３月   【文書溶解処理②】  機密文書の廃棄（溶解処理） 
 
      三豊市行政手続等における押印見直しに伴う関係例規の一括改正 

 
 

（２）ファイル件数 
    令和２年度ファイル件数 １６，９５０件（暦年２４３件、年度１６，７０７件） 

                    ※常用ファイルの精査による減、 

引継作業時の不要ファイルの削除による減 
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    令和３年度ファイル件数 ２１，４６３件（暦年４０６件、年度２１，０５７件） 

 
 

（３）電子的な文書管理の促進 
三豊市行政文書管理規程の全部改正（令和４年４月１日施行） 

   三豊市電子文書取扱要領の制定  （令和４年４月１日施行） 
（主な改正内容） 

   ア 紙文書をスキャンしたもの（以下「電子化文書」という。）は、文書管理システム又 
はファイルサーバに記録された時点をもって、当該データを正本とみなす。 

   イ 電子化文書とした後の紙文書は、速やかに廃棄するものとする。（一部例外を除く。） 


